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職
業
訓
練
の
実
施
等
に
よ
る
特
定
求
職
者
の
就
職
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
要
綱

第
一

認
定
職
業
訓
練
実
施
基
本
奨
励
金
の
支
給
額
の
引
き
上
げ

認
定
職
業
訓
練
実
施
基
本
奨
励
金
の
支
給
に
つ
い
て
、
基
礎
訓
練
は
特
定
求
職
者
等
一
人
に
つ
き
六
万
円
に
基
本
奨
励
金

支
給
単
位
期
間
数
を
乗
じ
て
、
実
践
訓
練
は
特
定
求
職
者
等
一
人
に
つ
き
五
万
円
に
基
本
奨
励
金
支
給
単
位
期
間
数
を
乗
じ

て
支
給
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
令
和
七
年
四
月
一
日
以
降
に
開
始
し
た
認
定
職
業
訓
練
を
実
施
し
た
場
合
の
認
定
職

業
訓
練
実
施
基
本
奨
励
金
の
支
給
に
つ
い
て
、
基
礎
訓
練
は
特
定
求
職
者
等
一
人
に
つ
き
六
万
三
千
円
に
基
本
奨
励
金
支
給

単
位
期
間
数
を
乗
じ
て
、
実
践
訓
練
は
特
定
求
職
者
等
一
人
に
つ
き
五
万
三
千
円
に
基
本
奨
励
金
支
給
単
位
期
間
数
を
乗
じ

て
支
給
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
二

認
定
職
業
訓
練
実
施
基
本
奨
励
金
の
支
給
基
準
に
係
る
特
例
の
取
り
扱
い

令
和
五
年
十
二
月
八
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
開
始
し
た
情
報
処
理
分
野
に
係
る
認
定
職
業
訓
練
で

あ
っ
て
厚
生
労
働
省
人
材
開
発
統
括
官
（
以
下
「
人
開
官
」
と
い
う
。
）
が
定
め
る
も
の
を
実
施
し
た
場
合
の
認
定
職
業
訓

練
実
施
基
本
奨
励
金
の
支
給
に
つ
い
て
特
定
求
職
者
等
一
人
に
つ
き
五
千
円
、
一
万
円
又
は
二
万
円
を
基
本
奨
励
金
支
給
単

位
期
間
ご
と
に
上
乗
せ
し
て
支
給
す
る
特
例
及
び
令
和
五
年
十
二
月
八
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
開
始



し
た
情
報
通
信
分
野
に
係
る
認
定
職
業
訓
練
で
あ
っ
て
人
開
官
が
定
め
る
も
の
を
実
施
し
た
場
合
の
認
定
職
業
訓
練
実
施
基

本
奨
励
金
の
支
給
に
つ
い
て
特
定
求
職
者
等
一
人
に
つ
き
五
千
円
又
は
一
万
円
を
基
本
奨
励
金
支
給
単
位
期
間
ご
と
に
上
乗

せ
し
て
支
給
す
る
特
例
を
設
け
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

に
つ
い
て
も
同
様
の
取
り
扱
い
と
す
る
こ
と
。

第
三

職
場
見
学
等
促
進
奨
励
金
の
支
給
に
係
る
特
例
の
延
長

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
開
始
し
た
介
護
分
野
及
び
障
害
福
祉
分
野
に
係
る
認
定

職
業
訓
練
で
あ
っ
て
人
開
官
が
定
め
る
も
の
を
実
施
し
た
場
合
は
、
特
定
求
職
者
等
一
人
に
つ
き
一
万
円
を
職
場
見
学
等
促

進
奨
励
金
と
し
て
支
給
す
る
特
例
に
つ
い
て
、
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
延
長
す
る
こ
と
。

第
四

施
行
期
日
等

一

こ
の
省
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

二

こ
の
省
令
の
施
行
に
関
し
、
必
要
な
経
過
措
置
を
定
め
る
こ
と
。

三

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。




